
炎
品
を
使
用
す
る
。

● 

火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す
た

め
に
、
消
火
器
等
を
設
置
し
、

使
い
方
を
確
認
し
て
お
く
。

● 
お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由
な

人
は
、
避
難
経
路
と
避
難
方
法

を
常
に
確
保
し
、備
え
て
お
く
。

● 

防
火
防
災
訓
練
へ
の
参
加
、
戸

別
訪
問
な
ど
に
よ
り
、
地
域
ぐ

る
み
の
防
火
対
策
を
行
う
。

問
い
合
わ
せ

　

宇
和
島
地
区
広
域
事
務
組
合

　

消
防
本
部  

予
防
課  

予
防
係

　

☎
０
８
９
５
―

２
２
―
７
５
０
１

　

自
筆
証
書
遺
言
書
保
管
制
度

は
、
遺
言
者
が
作
成
し
た
自
筆
証

書
遺
言
書
を
遺
言
者
の
住
所
地
や

本
籍
地
、
遺
言
者
が
所
有
す
る
不

動
産
の
所
在
地
の
い
ず
れ
か
を
管

轄
す
る
遺
言
書
保
管
所（
法
務
局

お
よ
び
各
支
局
）で
保
管
す
る
制
度

で
す
。
遺
言
は
相
談
を
め
ぐ
る
紛

争
を
防
止
す
る
た
め
に
有
用
な
手

段
で
す
。
そ
し
て
、
自
筆
証
書
遺

言
は
、
自
書
で
き
れ
ば
遺
言
者
本

人
の
み
で
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
、

手
軽
で
自
由
度
が
高
い
も
の
で
す
。

　

自
筆
証
書
遺
言
書
の
保
管
の

申
請
手
数
料
は
、１
通
に
つ
き
３
，

９
０
０
円
で
す
。
自
筆
証
書
遺
言

書
の
作
成
に
関
す
る
ご
相
談
に
は

一
切
応
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

の
で
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し

て
い
る
様
式
を
参
考
に
し
て
く
だ

さ
い
。
申
請
書
の
様
式
は
、
遺
言

書
保
管
所
（
法
務
局
本
局
・
支
局
）

の
窓
口
で
も
お
渡
し
で
き
ま
す
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

http://w
w

w
.m

oj.go.jp/
M

IN
JI/m

inji03_00051.htm
l

問
い
合
わ
せ

　

松
山
地
方
法
務
局
供
託
課

　

☎
０
８
９
―

９
３
２
―

０
８
８
８

　

国
土
交
通
省
で
は
、
都
道
府
県

な
ど
と
連
携
し
て
、
令
和
３
年
９

月
か
ら
11
月
に
か
け
て
、
全
国
で

自
動
車
の
使
わ
れ
方
な
ど
を
調
べ

る
全
国
道
路
・
街
路
交
通
情
勢
調

査
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
こ
の
調

査
の
う
ち
、
自
動
車
起
終
点
調
査

に
つ
い
て
は
、
無
作
為
に
選
定
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
自
動
車
を
保
有

す
る
人
・
事
業
者
の
皆
さ
ん
に
対

し
て
、
自
動
車
の
利
用
実
態
に
つ

い
て
お
答
え
い
た
だ
く
調
査
で
す
。

調
査
結
果
は
、
道
路
の
計
画
や
管

理
な
ど
に
つ
い
て
の
基
礎
と
な
る

重
要
な
資
料
と
な
る
も
の
で
す
。

調
査
の
趣
旨
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、

調
査
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
１
２
０
―

９
６
５
―

９
７
４

　

受
付
時
間　

午
前
９
時
〜
18

時
（
日
、
祝
日
を
除
く
）

　

標
準
営
業
約
款
制
度
は
、
法

律
で
定
め
ら
れ
た
消
費
者
（
利
用

者
）
擁
護
に
資
す
る
た
め
の
制
度

で
す
。
厚
生
労
働
大
臣
認
可
の
約

款
に
従
っ
て
営
業
す
る
こ
と
を
登

録
し
た
、「
理
容
店
」、「
美
容
店
」、

「
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
店
」、「
め
ん
類

飲
食
店
」、「
一
般
飲
食
店
」
で
は
、

店
頭
に
Ｓ
マ
ー
ク
を
掲
げ
て
い
ま

す
。
登
録
店
は
、
安
心
・
安
全
・

衛
生
を
約
束
す
る
信
頼
で
き
る
お

店
で
す
。

問
い
合
わ
せ

　
（
公
財
）
愛
媛
県
生
活
衛
生
営

業
指
導
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
８
９
―

９
２
４
―

３
３
０
５

　

林
退
共
は
昭
和
57
年
に
発
足

し
た
林
業
界
で
働
く
方
の
た
め
に

国
が
作
っ
た
退
職
金
制
度
で
す
。

こ
の
制
度
は
、
事
業
主
の
方
々
が

従
事
者
の
働
い
た
日
数
に
応
じ
て

掛
金
と
な
る
共
済
証
紙
を
共
済
手

帳
に
貼
り
、
そ
の
従
事
者
が
林
業

界
を
や
め
た
と
き
に
林
退
共
か
ら

退
職
金
を
支
払
う
と
い
う
、
い
わ

ば
林
業
界
全
体
の
退
職
金
制
度
で

す
。
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

〇 

掛
金
は
、
税
法
上
に
つ
い
て
、

法
人
で
は
損
金
、
個
人
企
業
で

は
必
要
経
費
と
な
り
ま
す
。

〇
掛
金
の
一
部
を
国
が
免
除
し
ま
す
。

〇 

雇
用
事
業
主
が
変
わ
っ
て
も
退

職
金
は
企
業
間
を
通
算
し
て
計

算
さ
れ
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　

独
立
行
政
法
人
勤
労
者
退
職

金
共
済
機
構　

林
業
退
職
金
共

済
事
業
本
部

　

☎
０
３
―

６
７
３
１
―

２
８
８
９

コ
ー
ス

　

機
械
・
保
全
・
電
気
技
術
者

　

２
級
自
動
車
整
備
士

　

溶
接
・
金
属
加
工
技
術
者

※
高
卒
以
上
対
象
、
２
年
間
課
程

募
集
期
間

　

11
月
15
日
㈪
〜
12
月
10
日
㈮

費　
用

　

選
考
料
２
，
２
０
０
円

　

授
業
料
月
額
９
，
９
０
０
円
等

問
い
合
わ
せ

　

新
居
浜
産
業
技
術
専
門
校

　

☎
０
８
９
７
―

４
３
―

４
１
２
３

　

鬼
北
町
で
は
、
メ
ン
タ
ル
疾
患

等
を
も
つ
方
の
ご
家
族
を
対
象
に

「
家
族
の
つ
ど
い
」
を
行
っ
て
い

ま
す
。
同
じ
悩
み
や
心
配
ご
と
を

持
つ
ご
家
族
と
話
し
て
み
ま
せ
ん

か
？
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
の

で
、
関
心
の
あ
る
方
は
お
気
軽
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

日　
時

　

11
月
16
日
㈫

　

13
時
30
分
〜
15
時

対
象
者

　

メ
ン
タ
ル
疾
患
等
を
も
つ
本
人

の
ご
家
族

場　
所　
広
見
保
健
セ
ン
タ
ー

問
い
合
わ
せ

　

保
健
介
護
課　

保
健
係

　

内
線
２
５
０
６

日　
時

　

11
月
12
日
㈮
〜
18
日
㈭

　

８
時
30
分
〜
19
時

※
土
日
は
10
時
〜
17
時

相
談
内
容

　

女
性
の
人
権
問
題
に
関
す
る
あ

ら
ゆ
る
相
談
（
夫
や
パ
ー
ト
ナ
ー

か
ら
の
暴
力
、
職
場
等
に
お
け
る

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
、

ス
ト
ー
カ
ー
被
害
、
女
性
差
別
、

離
婚
問
題
等
の
家
庭
内
問
題
等
）

※
予
約
不
要
、
無
料
、
秘
密
厳
守

相
談
番
号

　

☎
０
５
７
０
―

０
７
０
―

８
１
０

※
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
の
た
め
、
携
帯

電
話
か
ら
の
通
話
も
可
能

相
談
担
当
者

▼
人
権
擁
護
委
員
▼
法
務
局
職
員

問
い
合
わ
せ

　

松
山
地
方
法
務
局

　

☎
０
８
９
―

９
３
２
―

０
８
８
８

募
集
等

相　
談

自
筆
証
書
遺
言
書
保
管
制
度

の
ご
案
内

全
国
道
路
・
街
路
交
通
情
勢

調
査
の
お
知
ら
せ

標
準
営
業
約
款
制
度（
Ｓ
マ
ー

ク
）
を
ご
存
知
で
す
か
！

林
業
退
職
金
共
済
制
度
（
林

退
共
）
へ
加
入
し
ま
せ
ん
か

令
和
４
年
度
入
校
生募

集
開
始

全
国
一
斉
「
女
性
の
人
権
ホ
ッ

ト
ラ
イ
ン
」
強
化
週
間
に
お
け

る
電
話
相
談
開
設

家
族
の
つ
ど
い
の
ご
案
内

Information
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